
「知らないでは済まされない年金の話」
【後編】

Part.67お金の話
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 “老齢年金” は国民年金・厚生年金に加入されている方で、保険料納付済み期間と保険料免除期間など合算した受給資格
期間が１０年以上（平成２９年以前は２５年でした）ある場合に６５歳から本人に支払われます。

会社員や公務員などの第２号被保険者が “2 階建て” の年金であるのに対し、自営業者などの第 1 号被保険者は老齢基
礎年金のみなので、厚生年金に替わる「2階部分」として、「付加年金」や「国民年金基金」などを活用することを考えましょ
う。

国民年金の保険料に月額 400 円の付加保険料をプラスして納付すると、毎年の老齢基礎年金に「200 円 × 付加保険

料納付月数」の付加年金が上乗せされるしくみです。

例えば 20 年間（240ヵ月）付加年金を納めた場合。400 円×240ヵ月でトータル 96,000 円の付加年金保険料を

支払うことになり、受け取る付加年金は200円×240ヵ月で48,000円（年額）となります。

この 48,000 円の付加年金は生涯にわたって受給できるため、２年以上受給すれば支払った付加年金保険料を上回る

ことになります。

【付加年金】
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国民年金基金は、付加年金と同様に老齢基礎年金に上乗せして受給できます。掛け金は年齢と加入するプランによって

決まり、受け取る年金額はプランごとに一律となっています。一生涯年金を受給できる終身年金と、10年・15年と受

給期間が決まっている確定年金があり、それらを組み合わせてプランを組みます。また、掛け金は全額所得から控除す

ることができ、税金の負担を減らすこともできます。（ただし掛け金の上限は個人型確定拠出年金（iDeCo）とあわせ

て月額68,000円まで）

ただし、付加年金と国民年金基金はどちらか一方しか活用できません。

案外ご存じない方がおられるのが “加給年金” です。
加給年金とは、厚生年金の被保険者が65歳に達した際、配偶者や子どもなどを扶養している場合に、それまでの収入

に対する目減り分を老齢厚生年金に追加するかたちで支給される年金です。

ただし、配偶者や子どもを扶養している場合は必ず受け取れるわけではなく、一定の条件を満たす必要があります。

また、加給年金は厚生年金の仕組みに基づいているため、受給対象は主に厚生年金の受給資格がある会社員や公務員と

なります。

公的年金には国民年金（基礎年金）と厚生年金の2つの種類があり、企業の従業員や公務員はこれらの制度、すなわち

国民年金と厚生年金に加入します。自営業者やフリーランスなどで厚生年金への加入資格がない人でも、過去の厚生年

金加入期間が条件を満たす場合には加給年金の対象となります。

【国民年金基金】

【加給年金】
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【老齢基礎年金の支給イメージ①～③について】
＊これらの図は一般的な至急のイメージを示しています。
＊老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給開始年齢は、原則６５歳からですが、繰上げ需給や繰り下げ需給も可能です。
＊支給イメージ①・②について、１９６１年４月１日以前に生まれた男性、１９６６年４月１日以前に生まれた女性は、６０歳から６５歳
の期間に特別支給の老齢厚生年金が支給されます（支給開始年齢は、生年月日と性別に応じて異なります）。

老齢年金が月額で２２．３万円＊１とすると、毎月１５．６万円も不足することとなり、これが老後２０００万円問題
と言われる所以です。
将来の資金調達は一朝一夕にはいきません。
貯蓄も投資も「長期・積立・分散」が基本です。ぜひご準備されてはいかがでしょうか。

ゆとりある老後の生活費
生命保険文化センターが行った調査によると、夫婦 2 人で老後生活を送る上で必要と考えるゆとりのある日常生活費は
月額で平均３７．９万円となっています。

＜生命保険文化センター「生活保障に関する調査」／2022（令和4）年度＞


